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投稿のお願い
編集 委員 会

本誌は、会員のみなさんからの投稿原稿を中心に編集します。どんどん送って下さい。宛先は、

東京都公文書館内全史料協編集・出版委員会事務局。投稿をおねがいしたいのは、次のようなも

のです。

。論考

記録史料の保存利用や記録管理に関するさまざまな分野の研究成果や事例報告、、ならびに史

料学・情報学などの関連分野の論考。翻訳や講演記録も含みます。

。批評・随想

記録史料の保存利用や記録管理に関連する動きについての意見など。「アーキピストの眼Jな

どのコーナーを設けて掲載します。

。書評・文献紹介

全国各地で発行されている史料保存機関の研究紀要や史料目録類を含め、関連ある図書・文献

をどしどし紹介して下さい。また、外国文献の紹介も歓迎です。

。情報・報告

全国各地の史料保存運動や文書館活動の動きなどを報告していただき、情報交換の場を作りた

いと思います。「アーカイブズ・ネットワークJのコーナーに掲載します。また、諸外国の情報

についても投稿をお願いします。こちらは「世界の窓jというコーナーで紹介します。

。会員の声

いわゆる投書欄です。全史料協の活動、本誌の編集や掲載された論考などについての意見など

何でもお寄せ下さい。

なお、投稿される場合は、以下の投稿規定と執筆要領に従って下さるようお願いします。

会誌投稿規定

1.本誌の原稿は、投稿原稿と依頼原稿の二種類とする。

2.本会の会員はだれでも投稿できることとする。

3.投稿の期限は、毎年12月末日とする。

4.原稿のジャンルおよび原稿枚数は次のとおりとする。(枚数は写真 ・図表等を含む)。

(ジャンル) (400字詰め原稿用紙換算枚数)

論 考 60枚以内(翻訳、講演等を含む)

批評・随想

書 評

文献紹介

情報・報告

会員の声

その他

30枚以内

15枚以内

4枚以内

4枚以内

4枚以内

5.原稿の取り扱い

(1) 投稿原稿は編集・出版委員会で採否を決定し、できるだけ早く結果の通知を行う。なお投稿論文は未

発表論文とする。

(2) 海外論文の翻訳を投稿する場合は、投稿者があらかじめ著作権の許諾を得るものとする。

(3) 原稿の掲載にあたっては、 一部の書き直しゃ明らかな誤りなどの修正・補充をお願いすることがあ

る。
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(4) 著者校正は初校のみとする。その際、書きかえや書き加えは原則として行わない。

(5) 掲載原稿は原則として返却しない。

6.掲載原稿に対しては別に定める原稿料を支払うものとする。

会誌執筆要領

1.原稿は原則として横書きで、 一行20字とする。手書き原稿またはワープロ原稿を問わないが、完全原稿

を提出する。

2.原稿には表紙を付し、 (1)題目(和文および英文)、 (2)氏名(漢字およびローマ字)、 (3)所属、 (4)連絡先

(勤務先または住所)を明記する。

3. 論考には、 400~600字の和文要旨を付す。

4.論考には、和文要旨を英訳した英文要旨を付す。英文要旨はワープロ又はタイプライターを使用してダ

ブル・スペースで印字する。英訳は、止むを得ない場合、編集委員会に依頼することができる。

5.本文の文体は簡潔でわかりやすい文章で口語体とする。漢字は原則として常用漢字を用い、新かなづか

いとする。史科学的な理由や書誌学的な理由などから、特に旧字体を使用する必要があるときは、原稿用

紙の右欄外にその旨を記す。

6.本文中の書名、誌名は二重かぎかっ こ rjでつつみ、雑誌論文名、記事名はかぎかっこ iJでつつむ。

欧文書名及び誌名はイタリック体とする。

7. 注、引用文献は本文中の該当箇所の右肩に小さく 1)、2)、3)のごとく示し、別紙にその順序に配列して、

一覧で示す。

8.注・引用文献・参考文献の記述事項とその順序は下記の例にならい、単行書の場合は、著(編)者、書

名、出版社、出版地(できれば)、西暦出版年、引用頁 (引用文献の場合)とし、雑誌論文の場合は、著

者、論文表題、雑誌名、巻 (号)数、年月、引用頁 (引用文献の場合)とする。

ウィリアム ・ベネドン著、作山宗久訳 『記録管理システム』、動草書房(東京)、 1988年、 135頁。

T.R.Schell巴nberg，Modern Archiνes : Principles and Techniques， Midway Reprint (Chicago)， 

1956， pp. 35-37. 

大藤修「史料保存をめぐる問題点と課題Jr地方史研究.1194号、 1985年4月。

Ivan Borsa，“Archives in ]apan" ，Journal of the Society of Archivists， Vo1.3， No.5， April 1984， 

pp.287-294. 

9.図・表・写真などは別紙とし、図版番号とその説明、および掲載場所を必ず記す。その挿入位置は、原

稿本文の右欄外に明記する。図・表・写真などは原則として本文中に折り込まず、原稿の最後に一括す

る。

10.念のため、原稿のコピーは必ずと っておいて ください。

付記 この投稿規定と執筆要領は、平成元年12月15日の編集委員会で案をまとめ、平成2年3月9日の役員

会で了承されたものである。

付記 平成 7年4月26日編集・出版委員会で一部改正

編集後記

.昨年、全史料協は結成20年の

節目を越えた。人の社会なら

成人になった事になる。いろ

いろな権利を与えられる代わ

りに、義務も果たさねばなら

ない歳になった0

.しかし、我々はどの様な権利を与え られている

のだろうか。史料保存に係わる制度は未確立で、

この道の先は長い。

.もっとも人の世では、 二十歳とは制度的な意味

で大人になっただけで、まだまだ子供扱いとい

ったと ころが実情だろうか。それならそれで構

わない。青臭いと言われようとも、堂々と正論

を吐きたいものだ。

4砂今号は「阪神・淡路大震災と記録づくりJの特

集を組んだ。ご執筆いただいた方々に感謝申し

上げると共に、広範な史料保存・研究・利用機

関に勤める方々の地道な活動内容は、この様な

仕事に就く者の義務の果たし方としても大いな

る感銘を受けた。

(編集 ・出版委員会事務局:水口政次&水野保)




